
個人情報取り扱い規則 
(目的) 
第１条 この規則は，当事業所が入手した利用者及びその他関係者の個人情報の取り扱いに関する

規則であり、当事業所職員は、この規則に従って個人情報を取り扱うものとする。 
 
(定義) 
第２条 この規則において、「個人情報」とは「居宅サービス計画」をはじめとした諸記録等、生存 
 する個人に関する情報であって、氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識 
 別することができるものをいう。 
(利用目的と範囲) 
第３条 個人情報は、次の目的に添った範囲内について、業務上必要な限り利用し、下記の目的以 
 外に利用してはならない。 

 （１）介護サービス提供 
 （ァ）当事業所での介護サービスの提供 
 （ィ）他の病院、診療所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携 
 （ゥ）他の介護サービス事業者等からの照会への回答 
 （エ）その他の業務委託 
 （ォ）家族等への心身の状況説明 

（ヵ）その他、利用者への介護サービス提供に関する利用 
（２）介護報酬請求のための事務 

 （ァ）当事業所での介護保険に関する事務及びその委託 
（ィ）審査支払機関へのレセプト提出 
（ゥ）審査支払機関又は保険者からの照会への回答 
（エ） その他、介護保険に関する介護報酬請求のための利用 

（３）当事業所の管理運営業務   
（ァ）会計・.経理 
（ィ）事故等の報告 
（ゥ）当該利用者の介護サービスの向上 
（エ） 入、退所等の管理 
（ォ）その他、当事業所の管理運営業務に関する利用 

（４）損害賠償保険などに係る、保険会社等への相談又は届出等 
（５）介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 
（６）介護保険施設等において行われる学生の実習への協力 
（７）介護の質の向上を目的とした当事業所内での事例研究 

     ２、上記の利用目的については、利用者から特に申し出がない場合は、上記の利用目的につ      
いて同意が得られたものとして扱うことができる。 

３、ただし、利用者から「同意しがたいものがある」「個人情報の利用にあたって予め、個

別に同意を求めてほしい」などの要望があった場合は、その要望に基づいて、個人情報

を取り扱うこととする。 



  
     ４、そうした申し出があった後に、当該利用者から同意や留保の変更について申し出があれ 
 ば、申し出に沿って変更を行う。 
(安全措置) 
第 4 条 個人情報保護にかかわる組織的対応について 

     （１）個人情報保護管理者を設置し、個人情報の保護の推進を図る。 
     （２）個人情報保護相談窓口を設置する。 
     （３）雇用契約や就業規則において、就業中はもとより離職後も含めた守秘義務を課す。 
     （４）紙媒体により保存されている居宅サービス計画等の滅失、毀損、盗難等の防止に十分

留意するとともに、記録の内容が他の利用者など部外者等の目に触れないように配慮

する。又居宅サービス計画等は原則として所外へ持ち出してはならない。 
     （５）電磁的に保存されている居宅サービス計画等については、コンピューター情報のセキ

ュリティ確保やデーターバックアップの措置を講じるものとする。  
     （６）法定保存年限を経過した居宅サービス計画等、不要となった個人データーの廃棄・消

去にあたっては、焼却や溶解など復元不可能な形にして廃棄する。  
(職員教育)    

第５条 個人情報保護に関する研修を行うとともに、全職員に「個人情報保護に関する基本方針」

「個人情報取り扱い規則」を配布し周知を図る。 
（業務委託） 
第 6 条  業務委託を行う場合は委託契約において、当事業所が定める安全管理措置の内容を契約に

盛り込み、委託先の義務とする。 
     ２、委託先が再委託を行っている場合は、再委託先の業者が個人情報を適切に取り扱ってい 
       ることが確認できるよう契約において配慮する。 
    ３、契約に盛り込んだ安全管理措置が適切に行われていることを定期的に確認する。 

(居宅サービス計画等の開示等の取り扱い) 
 第 7 条  居宅サービス計画等の開示請求が利用者本人又は代理人（死亡利用者の家族及びその代理 
      人を含む）からあった場合は、下記の手続きを経て開示する。 
    （１）個人情報開示請求窓口及び苦情、相談窓口を所内掲示で案内する。 

     （２）本人又は代理人であることを証明できるものを添えて、文書（様式１）により開示する

資料を特定して請求を行っていただく。本人又は代理人でない場合は、原則として開示

しない。 
    （３）開示することで、次のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しない。 
     （ァ）本人又は第三者の生命、身体，財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。 

      （ィ）事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。 
      （ゥ）他の法令に違反することとなる場合。  

     （４）開示にあたっては、必要に応じ職員が説明を行うこととする。コピーは一頁につき１0
円の手数料を徴収する。 

    （５）電話などでの問いあわせには答えない。 
 
 



(第三者提供の取り扱い) 
第８条 利用者本人以外に情報を提供する場合は、予め利用者本人の同意を得ることを原則とする。 

      ただし、本規則第３条に定め所内掲示をし利用者から特段の申出がない範囲については、 
 改めて利用者の同意を得ずに、情報開示を行うことができる。 
     ２、所内掲示で示していない範囲について公的機関から情報開示の要求があった場合は，「身 
      分証明書」の提示と、「開示要求を求める文書」の提出を求め、情報提供の可否について 
      は、個人情報保護管理者及び施設長が判断する。 
 第９条  本規則の改廃は、阪神医療生活協同組合理事会が行う。 
 付則   本規則は、２００５年１１月 1 日より効力を有す。 
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